
  

建築確認手続き等の運用改善の主な内容 

○審査方法の運用改善を行うとともに、特定行政庁及び指定確認検査機関が、構造計算適合
性判定（以下「適判」）を要する物件について、現在の確認審査期間（約70日※）の半減

＜確認審査の迅速化関係＞ 

を目指して取り組みを実施します。※サンプル調査による平成２１年７月から１２月までの確認済証交付までに要した実日数の平均 

 
①確認審査と適判審査の並行審査の実施 

 
 
  
 

確認申請段階

〈審査期間半減のイメージ〉 

（施行前）確認審査後に適判審査を行
う直列型の審査 

（施行後）確認審査と適判審査を同時に行
う並行型の審査を可能に 

 
 
 
 
 

 
②確認申請後の図書の補正の対象の拡大 

確認済証交付 

５週間短縮 

○施行前：約70日 

○施行後：約35日 

確認申請段階 

確認審査 
適判審査 

確認審査 
適判審査 

確認済証交付 

（施行後）審査側の指摘による図面や構造
計算書の補正も可能に 

（施行前）誤記・記載漏れ等に補正を限定 

○工事着手後の計画変更に係る手続きを簡便化し、円滑な工事実施を可能とします。 

①変更確認を要しない「軽微な変更」の対象の拡大 
 
 
 
 
②大臣認定変更手続きの迅速化 

（施行後）「建築基準関係規定に適合する
ことが明らかな一定の変更」に拡大 

（施行前）建築基準関係規定に適合していても
安全上の危険度等が高くなる変更は対象外 

超高層建築物等の構造計算や避難安全検証法等に係る大臣認定の変更手続きについて、
迅速化を図ります （施行後）現在の審査期間を半減

例えば、着工後の床の開口部（グリーストラップ等）
の位置の変更等も対象に 

迅速化を図ります。   （施行後）現在の審査期間を半減

  
＜申請図書の簡素化関係＞ 

○以下により申請図書の大幅な簡素化を図ります。 
   （施行後）高層マンションの場合、申請時点での図書は1/4削減、審査終了時点での図書は半減 

①構造計算概要書の廃止 
  （施行前）構造計算書＋構造計算概要書 → （施行後）構造計算書のみ   
②建築設備に係る確認申請図書の簡素化 
  （施行後）排水トラップや非常用照明設備等に係る構造詳細図の提出が不要に   
③建築材料・防火設備等に係る大臣認定書の省略 
  （施行後）建築材料等の大臣認定書のデータベース化により、大臣認定書の提出が不要に 



建築確認手続き等の運用改善の方針について 

１．経 緯 

厳

（参考）平成22年１月22日公表 

 建築確認審査の迅速化、申請図書の簡素化、厳罰化の観点から、制度の見直しの検
討を行うため、実務者や関係団体から幅広く意見聴取を行ってきたところであります
が、以下のとおり建築確認手続き等の運用改善の方針をとりまとめました。建築基準
法施行規則及び関係告示等の改正については、３月末目途に公布を行い、６月に施行
する予定です。 

２．運用改善案の概要 

＜確認審査の迅速化関係＞ 

１．確認申請図書の補正の対象の拡大等（告示改正） 
 ⇒ 確認申請図書の補正の対象は、軽微な不備（誤記、記載漏れ等）とされてい

るが、これを不備（申請者等が記載しようとした事項が合理的に推測されるもるが、これを不備（申請者等が記載しようとした事項が合理的に推測されるも
の）とする。また、補正にあたっては、適合するかどうかを決定できない旨の
通知書の交付や確認審査報告書の特定行政庁への報告を不要とする。 

 
２.確認審査と構造計算適合性判定審査の並行審査を可能とする見直し（告示改正） 
 ⇒ 構造に係る確認審査後に構造計算適合性判定を求めることとされているが、

当該確認審査を終える前においても、構造計算適合性判定を求めることができ該確認審 終 前 、構造計算 性判定 求 き
ることとする。 

                            
３．確認審査等の報告に係るチェックリスト告示の簡素化（告示改正） 
   ⇒ 指定確認検査機関が確認済証等を交付した後に特定行政庁へ提出するチェッ

クリストを大幅に簡素化する（項目を約９割減とする）。 
 

「軽微な変更 対象 拡大（規則改 技術的助言等）４．「軽微な変更」の対象の拡大（規則改正・技術的助言等） 
 ⇒ 計画の変更に係る確認を要しない「軽微な変更」の対象は、安全上の危険の

度等が高くならない一定の変更とされているが、これを建築基準関係規定に適
合することが明らかな一定の変更とする。 

   また、「軽微な変更」の適用可能な具体事例を提示し、運用の徹底を図る。 
 
５ 大臣認定変更手続きの迅速化５．大臣認定変更手続きの迅速化
 ⇒ 超高層建築物等の構造計算や避難安全検証法等に係る大臣認定の変更手続き

について、迅速化を図る。 
 
６．審査期間短縮及び審査バラツキの是正（技術的助言等） 
 ⇒ 構造計算適合性判定の対象物件については、現在の審査期間（約７０日※）

の半減を目指し 審査期間短縮に係る目標を設定するとともに 取組方針及びの半減を目指し、審査期間短縮に係る目標を設定するとともに、取組方針及び
公表方法を「建築行政マネジメント計画」（仮称）の策定指針として発出する。

   また、各機関に苦情窓口の設置とそれを通じた審査のバラツキ把握及び審査
員への指導等の取組みを要請する。 

※サンプル調査による平成２１年７月から１２月までの確認済証交付までに要した実日数の平均 



＜申請図書の簡素化関係＞ 

１．構造計算概要書の廃止（規則、告示改正） 
 ⇒ 確認申請図書のうち、構造計算概要書を廃止する。 
 
２．建築設備に係る確認申請図書の簡素化（規則、告示改正等） 
 （１）非常用照明装置に係る技術的基準の見直しを行うとともに、非常用照明装

置の構造詳細図を提出不要とする。 
 （２）水洗便所の構造詳細図を提出不要とする。 
 （３）排水のための配管設備に係る技術的基準の見直しを行うとともに、排水ト

ラップの構造に係る構造詳細図を提出不要とするなど、配管設備に係る図書ラップの構造に係る構造詳細図を提出不要とするなど、配管設備に係る図書
の簡素化を行う。 

 （４）換気設備の構造詳細図を簡素化する。 
 
３．建築材料・防火設備等に係る大臣認定書の省略（技術的助言等） 
 ⇒ 建築材料（防火材料、シックハウス建材）、防耐火構造、防火設備、区画貫

通の管及び遮音構造について大臣認定データベースの登録を義務化することに通の管及び遮音構造について大臣認定デ タベ スの登録を義務化することに
より、審査側が大臣認定書を参照できる環境を整備し、確認申請における大臣
認定書の写しの添付の省略を技術的助言等により徹底する。 

厳 化 係＜厳罰化関係＞ 

１．違反設計等への処分の徹底 
 ⇒ 「建築行政マネジメント計画」（仮称）の策定指針に、中間・完了検査の徹

底、違反建築物対策の推進を盛り込み、違反設計等への処分を徹底する。 
 
２ 広範なサンプル調査を実施２．広範なサンプル調査を実施 
 ⇒ 違反建築物対策を推進するため、広範なサンプル調査を実施する。 

＜その他関係＞＜その他関係＞ 

１．小規模な木造戸建て住宅等（４号建築物）に係る確認・検査の特例について、
当分の間継続する。 

 
２．既存不適格建築物の増改築に係る特例の見直し（平成21年国土交通省告示第

891号等）について、周知徹底を図る。  
 
３．住宅性能評価及び長期優良住宅の認定についても申請図書の簡素化を図る。

（規則、告示改正等） 


